
 

  

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例 

大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成５年大和市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「（１）欄」を「第１号」に、「（２）欄」を「第２号」に、「（３）欄」を「第

３号」に、「（４）欄」を「第４号」に、「（５）欄」を「第５号」に「（６）欄」を「第６

号」に改め、同条の表第３号中「１，０００平方メートル」を「２，０００平方メート

ル」に改め、同表第５号を次のように改め、同表第６号中「１，０００平方メートル」

を「２，０００平方メートル」に改める。 
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第１０条中「２００メートル」を「４００メートル」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

 

  


